
庄監公告第２号 

 

 地方自治法第 199 条第 9 項及び庄内町監査委員条例第 9条の規定により、令和７年度財

政援助団体等監査結果の報告について、別紙のとおり公表する。 

 

令和８年 1月２８日 

 

                  庄内町監査委員 安 藤 一 雄    

                  庄内町監査委員 石 川 武 利    



監 発 第 ４ ４ 号 

令和８年１月２２日 

 

 庄内町長 富 樫  透 殿 

 

 

                          庄内町監査委員 安 藤 一 雄   

                          庄内町監査委員 石 川 武 利 

 

 

財政援助団体等監査結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した監査の結果に関する報告書を、同条第９項の

規定により提出します。 

  



財政援助団体等監査結果報告書 

 

１ 監査の概要 

（１）監査の対象 

  ・団体名  庄内町商工会 

  ・補助金等の名称及び金額 

    「庄内町商工会事業補助金（令和６年度）」               5,181千円 

    「庄内町商工業振興支援事業補助金(後継者育成支援事業)（令和6年度）」  312千円 

   ・所管課  商工観光課 

 

（２）監査を執行した日時 

   「実地検査」 令和７年５月２８日(水) 午前９時２５分～午前１１時１０分 

   「決算審査」 令和７年７月１８日(金)～令和７年８月６日（水） 

   「定期監査」 令和７年１１月２０日(水) 商工観光課 

 
（３）実施した監査の手続き 

   地方自治法第１９９条第７項の規定により、当該団体に対する補助金等に係る出納その他 

の事務の執行について、提出された資料及び提示のあった出納関係帳票その他関係書類に基 

づき、帳簿突合、質問その他必要と認めた監査手続きを実施した。 

 

２ 監査の結果 

   総体的に概ね良好であると認められた。 



監 発 第 ４ ５ 号 

令和８年１月２２日 

 

 庄内町長 富 樫  透 殿 

 

 

                          庄内町監査委員 安 藤 一 雄   

                          庄内町監査委員 石 川 武 利 

 

 

財政援助団体等監査結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した監査の結果に関する報告書を、同条第９項の

規定により提出します。 

  



財政援助団体等監査結果報告書 

 

１ 監査の概要 

（１）監査の対象 

  ・団体名  社会福祉法人庄内町社会福祉協議会 

  ・補助金等の名称及び金額 

    「庄内町社会福祉協議会補助金（令和６年度）」       27,531千円 

   ・所管課  保健福祉課 

 

（２）監査を執行した日時 

   「実地検査」 令和７年５月２８日(水) 午後１時２５分～午後３時２０分 

   「決算審査」 令和７年７月１８日(金)～令和７年８月６日（水） 

   「定期監査」 令和７年１１月１３日(水) 保健福祉課 

 
（３）実施した監査の手続き 

   地方自治法第１９９条第７項の規定により、当該団体に対する補助金等に係る出納その他 

の事務の執行について、提出された資料及び提示のあった出納関係帳票その他関係書類に基 

づき、帳簿突合、質問その他必要と認めた監査手続きを実施した。 

 

２ 監査の結果 

   総体的に概ね良好であると認められた。 

 

 



監 発 第 ４ ６ 号  

令和８年１月２２日 

 

 庄内町長 富 樫  透 殿 

 

 

                          庄内町監査委員 安 藤 一 雄   

                          庄内町監査委員 石 川 武 利 

 

 

財政援助団体等監査結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した監査の結果に関する報告書を、同条第９項の

規定により提出します。 

  



財政援助団体等監査結果報告書 

 

１ 監査の概要 

（１）監査の対象 

  ・団体名  庄内町観光協会 

  ・補助金等の名称及び金額 

    「庄内町観光協会負担金（令和６年度）」            13,200千円 

    「庄内町観光開発育成事業業務委託（令和6年度）」       8,899千円 

   ・所管課  商工観光課 

 

（２）監査を執行した日時 

   「実地検査」 令和７年６月１６日(月) 午前９時５０分～午前１１時５５分 

   「決算審査」 令和７年７月１８日(金)～令和７年８月６日（水） 

   「定期監査」 令和７年１１月２０日(水) 商工観光課 

 
（３）実施した監査の手続き 

   地方自治法第１９９条第７項の規定により、当該団体に対する補助金等に係る出納その他 

の事務の執行について、提出された資料及び提示のあった出納関係帳票その他関係書類に基 

づき、帳簿突合、質問その他必要と認めた監査手続きを実施した。 

 

２ 監査の結果 

   総体的に概ね良好であると認められた。 



監 発 第 ４ ７ 号  

令和８年１月２２日 

 

 庄内町長 富 樫  透 殿 

  

 

                          庄内町監査委員 安 藤 一 雄 

                          庄内町監査委員 石 川 武 利 

 

 

公の施設の指定管理者監査結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した監査の結果に関する報告書を、同条第９項の

規定により提出します。 

  



公の施設の指定管理者監査結果報告書 

 

１ 監査の概要 

（１）監査の対象 

   ・指定管理者   庄内町払田字サビ４０番地  

第二学区まちづくり振興協議会 会長 池 田 幹 夫 

   ・指定管理施設  庄内町余目第二まちづくりセンター 

 ・委託料及び交付金の名称及び金額 

  「庄内町余目第二まちづくりセンター指定管理委託料 (令和６年度)」  13,311千円 

「コミュニティ事業推進交付金 (令和６年度)」            9,866千円 

「令和６年度庄内町みんなが主役のまちづくり交付金」          100千円 

   ・担当課  企画情報課 

      

（２）監査を執行した日時 

   「実地検査」 令和７年５月２９日(木) 午前９時３０分～午前１１時４５分 

   「決算審査」 令和７年７月１８日(金)～令和７年８月６日（水） 

   「定期監査」 令和７年１０月１４日(火) 企画情報課 

 
（３）実施した監査の手続き 

   令和６年度に指定管理者が行った「庄内町余目第二まちづくりセンター」の施設管理に係 

る出納その他の事務の執行について、当該団体から提出された資料及び提示のあった出納関 

係帳票その他関係書類に基づき、帳簿突合、質問その他必要と認めた監査手続きを実施した。 

 

２ 監査の結果 

   総体的に概ね良好であると認められた。 



監 発 第 ４ ８ 号  

令和８年１月２２日 

 

 庄内町長 富 樫  透 殿 

  

 

                          庄内町監査委員 安 藤 一 雄 

                          庄内町監査委員 石 川 武 利 

 

 

公の施設の指定管理者監査結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した監査の結果に関する報告書を、同条第９項の

規定により提出します。 

  



公の施設の指定管理者監査結果報告書 

  

１ 監査の概要 

（１）監査の対象 

   ・指定管理者   庄内町余目字藤原野３番地１ 

菁莪のまちづくり運営協議会 会長 佐 藤 徳 雄   

   ・指定管理施設  庄内町余目第三まちづくりセンター 

 ・委託料及び交付金の名称及び金額 

  「庄内町余目第三まちづくりセンター指定管理委託料 (令和６年度)」  11,209千円 

「コミュニティ事業推進交付金 (令和６年度)」            12,065千円 

「令和６年度庄内町みんなが主役のまちづくり交付金」          100千円 

   ・担当課  企画情報課 

      

（２）監査を執行した日時 

   「実地検査」 令和７年５月２９日(木) 午後１時２０分～午後３時２５分 

   「決算審査」 令和７年７月１８日(金)～令和７年８月６日（水） 

   「定期監査」 令和７年１０月１４日(火) 企画情報課 

 
（３）実施した監査の手続き 

   令和６年度に指定管理者が行った「庄内町余目第三まちづくりセンター」の施設管理に係 

る出納その他の事務の執行について、当該団体から提出された資料及び提示のあった出納関 

係帳票その他関係書類に基づき、帳簿突合、質問その他必要と認めた監査手続きを実施した。 

 

２ 監査の結果 

   総体的に概ね良好であると認められた。 



監 発 第 ４ ９ 号  

令和８年１月２２日 

 

 庄内町長 富 樫  透 殿 

  

 

                          庄内町監査委員 安 藤 一 雄 

                          庄内町監査委員 石 川 武 利 

 

 

公の施設の指定管理者監査結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した監査の結果に関する報告書を、同条第９項の

規定により提出します。 

  



公の施設の指定管理者監査結果報告書 

 

１ 監査の概要 

（１）監査の対象 

   ・指定管理者   庄内町狩川字外北割９７番地１ 

協同組合風車市場  代表理事 相 馬 孝 明 

   ・指定管理施設  庄内町農産物交流施設 

 ・委託料及び交付金の名称及び金額 

  「庄内町農産物交流施設指定管理委託料 (令和６年度)」    4,100千円 

  「高齢者向け野菜集配業務委託料(令和６年度)」        550千円 

   ・担当課  農林課 

      

（２）監査を執行した日時 

   「実地検査」 令和７年６月１６日(月) 午後１時３０分～午後３時２０分 

   「決算審査」 令和７年７月１８日(金)～令和７年８月６日（水） 

   「定期監査」 令和７年１０月１０日(金) 農林課 

 
（３）実施した監査の手続き 

   令和６年度に指定管理者が行った「庄内町農産物交流施設」の施設管理に係る出納その他 

の事務の執行について、当該団体から提出された資料及び提示のあった出納関係帳票その他 

関係書類に基づき、帳簿突合、質問その他必要と認めた監査手続きを実施した。 

 

２ 監査の結果 

   総体的に概ね良好であると認められた。 



監 発 第 ５ ０ 号  

令和８年１月２２日 

 

 庄内町長 富 樫  透 殿 

  

 

                          庄内町監査委員 安 藤 一 雄 

                          庄内町監査委員 石 川 武 利 

 

 

公の施設の指定管理者監査結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した監査の結果に関する報告書を、同条第９項の

規定により提出します。 

  



公の施設の指定管理者監査結果報告書 

 

１ 監査の概要 

 （１）監査の対象 

   ・指定管理者   庄内町余目字仲谷地２８０番地 

響ホール事業推進協議会 会長 佐 藤  恒 

   ・指定管理施設  庄内町文化創造館 

 ・委託料及び交付金の名称及び金額 

  「庄内町文化創造館指定管理委託料 (令和６年度)」       70,000千円 

「庄内町文化創造館指定管理委託料 （高騰分）(令和６年度)」  5,661千円 

   ・担当課  社会教育課 

      

（２）監査を執行した日時 

   「実地検査」 令和７年６月２５日(水) 午後１時２５分～午後３時３５分 

   「決算審査」 令和７年７月１８日(金)～令和７年８月６日（水） 

   「定期監査」 令和７年１０月１０日(金) 社会教育課 

 
（３）実施した監査の手続き 

   令和６年度に指定管理者が行った「庄内町文化創造館」の施設管理に係る出納その他の 

事務の執行について、当該団体から提出された資料及び提示のあった出納関係帳票その他 

関係書類に基づき、帳簿突合、質問その他必要と認めた監査手続きを実施した。 

 

２ 監査の結果 

   総体的に概ね良好であると認められた。 



監 発 第 ５ １ 号  

令和８年１月２２日 

 

 庄内町長 富 樫  透 殿 

  

 

                          庄内町監査委員 安 藤 一 雄 

                          庄内町監査委員 石 川 武 利 

 

 

公の施設の指定管理者監査結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した監査の結果に関する報告書を、同条第９項の

規定により提出します。 

  



公の施設の指定管理者監査結果報告書 

 

１ 監査の概要 

 （１）監査の対象 

   ・指定管理者   庄内町余目字大塚５番地１ 

一般社団法人庄内町総合型スポーツクラブ 

 コメっちわくわくクラブ 理事長 齋 藤  禎 

   ・指定管理施設  庄内町社会体育施設 

 ・委託料及び交付金の名称及び金額 

  「庄内町社会体育施設指定管理委託料 (令和６年度)」       63,500千円 

「庄内町社会体育施設指定管理委託料 （高騰分）(令和６年度)」   7,610千円 

   ・担当課  社会教育課 

      

（２）監査を執行した日時 

   「実地検査」 令和７年６月１７日(水) 午後１時２０分～午後３時３５分 

   「決算審査」 令和７年７月１８日(金)～令和７年８月６日（水） 

   「定期監査」 令和７年１０月１０日(金) 社会教育課 

 
（３）実施した監査の手続き 

   令和６年度に指定管理者が行った「庄内町社会体育施設」の施設管理に係る出納その他 

  の事務の執行について、当該団体から提出された資料及び提示のあった出納関係帳票その 

  他関係書類に基づき、帳簿突合、質問その他必要と認めた監査手続きを実施した。 

 

２ 監査の結果 

   総体的に概ね良好であると認められた。 


